
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 

平成３０年４月  

                          令和３年５月改正 

                          令和５年３月改正 

                          令和８年３月改正 

                          川口市農業委員会 

第１ 基本的な考え方 

本市は、埼玉県の南端に位置し、荒川を隔てて東京都と隣接し、江戸時代から

鋳物や機械などの産業とともに、花き関連の産業などが発展した歴史がある。 

現在でも、市内北東部では安行の植木や赤山の枝物など花きを中心とした都

市農業が営まれ、緑の多い街並みの形成を目指しているが、交通網などの発達に

伴う都市化、宅地化の影響及び農業従事者の高齢化や後継者不足等によって、農

業をめぐる環境は大変厳しい状況となっている。 

一方、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」とい

う。）の改正法が平成２８年４月１日に施行され、農業委員会においては「農地

等の利用の最適化の推進」が重要な必須業務として、明確に位置づけられた。 

農地等の利用の最適化とは、遊休農地の発生防止・解消、担い手への農地の利

用集積・集約化、新規就農や新規参入を促進することとされており、従来からも

農地パトロールによる農地利用の現状把握をはじめ、農業者の代表として利用

調整活動を担ってきた農業委員会に対して、より明確な役割として、示されたも

のである。 

こうしたことから、年々減少傾向にある農地の適正な利活用に資するため、農

地所有者の意向等を踏まえ、遊休農地発生の防止について重点的に取り組み、担

い手の確保や新規参入を促進していく必要がある。 

以上のことから、都市農業の振興に資する農地の適正な利活用を推進するた

め、法第７条第１項に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委員（以下「推進

委員」という。） が連携し、農地等の利用の最適化が推進するよう、川口市農業

委員会の指針として、各項目に対する目標と推進方法、目標の達成状況に対する

評価方法を次のとおり定めるものとする。 

なお、この指針は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案（令

和４年法律第５６号）による改正後の農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法

律第６５号。以下「改正基盤法」という。）第５条第１項に規定する埼玉県の

農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針及び改正基盤法第６条第１項に規

定する川口市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を踏まえた農業委

員会の長期的な目標として１０年後に目指す農地の状況等を示すものであり、

次の農業委員等の改選期である３年ごとに検証・見直しを行う。 

 また、単年度の具体的な活動については、「農業委員会による最適化活動の

推進等について」（令和４年２月２日付け３経営第２５８４号農林水産省経営

局長通知、令和４年２月２５日付け３経営第２８１６号農林水産省経営局農地

政策課長通知）に基づく「最適化活動の目標の設定等」のとおりとする。 



第２ 目標、推進方法及び評価方法 

１ 遊休農地の発生防止・解消について 

（１）遊休農地の解消目標    

  【目標設定の考え方】 

   本市の遊休農地の現況は傾斜地、狭小地、囲繞地など条件の悪い農地がほ 

とんどであるため、すべてを解消することは困難であるが、遊休農地発生

の未然防止の取組みや川口市農地情報登録制度（川口市農地バンク制度）

の活用を推進し、遊休農地の割合を毎年度 0.1％減少となるよう目標を設

定する。 

遊休農地の解消目標 

 市内農地面積 遊休農地面積 遊休農地の割合 

現  状 

（令和 7年度） 
362.6ha  9.6ha 2.6％ 

3 年後の目標 

（令和 10 年度）
 8.2ha 2.3％ 

最終目標 

（令和 14 年度） 
 6.9ha 1.9％ 

※市内農地面積は、「耕地及び作付面積統計」の耕地面積と利用状況調査によ

り把握した遊休農地の合計面積 

（２）遊休農地の発生防止・解消への推進方法 

①遊休農地発生の未然防止 

農業委員及び推進委員が農地の現状を確認し、新たな遊休農地発生の未

然防止及び早期発見並びに解消指導を行う。 

②農地の利用状況調査と利用意向調査の実施 

農業委員と推進委員が協力して、農地法に規定する利用状況調査と利用

意向調査を実施し、農地の状況を把握する。 

③遊休農地の解消 

推進委員が、利用意向調査により、遊休農地となった農地所有者へ継続 

的に訪問し、遊休農地解消に向けて意見交換するとともに、川口市農地

情報登録制度（川口市農地バンク制度）を案内するなど、遊休農地の解

消に向け、相互連携に努める。 

 （３）遊休農地の発生防止・解消の評価方法 

   遊休農地の発生防止・解消の進捗状況は、遊休農地の割合により評価す

る。単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等

について」に基づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その

他事務の実施状況の公表」のとおりとする。 



２ 担い手への農地利用の集積・集約化について 

（１）担い手への農地利用集積目標  

【目標設定の考え方】 

埼玉県の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針で定める「効率的

かつ安定的な農業経営が地域の農用地の利用に占める面積シェアの目標」

である集積率 56％を目標とする。 

農地利用集積目標 

 市内農地面積 集積面積 集積率 

現  状 

（令和 7年度） 
353.0ha 40.4ha 11.4％ 

3 年後の目標 

（令和 10 年度）
 144.7ha 41.0％ 

最終目標 

（令和 14 年度） 
 197.7ha 56.0％ 

※市内農地面積は、「耕地及び作付面積統計」の耕地面積 

（２）担い手への農地利用の集積・集約化に向けた推進方法 

①認定農業者を中心とした担い手の確保 

認定農業者や基本構想水準到達者等の担い手を確保する。 

②農地の利用調整と利用権設定 

市内の各地域の農地利用の状況を踏まえ、担い手への農地利用の集積が

必要な地域では、担い手の意向を踏まえた農地の集約化のための利用調

整と利用権の設定を推進する。 

③川口市農地情報登録制度（川口市農地バンク制度）の活用 

当該制度を活用し、農地の集約化の促進に努める。 

（３）担い手への農地利用の集積・集約化の評価方法 

   担い手への農地利用の集積・集約化の進捗状況は、農地の集積率により評

価する。単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進

等について」に基づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その

他事務の実施状況の公表」のとおりとする。 



３ 新規参入の促進について 

（１）新規参入の促進目標  1 経営体（年間） 

【目標設定の考え方】 

都市農業地域という環境から、都市化・宅地化の影響を顕著に受け、他の

産業並みの労働時間の確保と農業所得を実現することは困難な状況にあ

るため、効率的・安定的な農業経営体を目指す意欲的な農業者の確保は難

しいと思われるが、継続的な新規参入への促進策として、新規就農者の支

援に努める。 

（２）新規参入の促進に向けた推進方法 

  ①関係機関等との連携 

   一般社団法人埼玉県農林公社と連携し、見沼たんぼ就農予備校を紹介し、

新規就農を目指す者を支援するとともに、農業協同組合等、農業関連団体

と意見交換や情報交換を図りながら、新規就農希望者の発掘・支援に努め

るもの。 

②川口市農地情報登録制度（川口市農地バンク制度）の活用 

   川口市農地情報登録制度の改正を行い、耕作希望者の登録対象に新規参

入者を追加するなど、新規参入の促進に努めるもの。 

（３）新規参入の促進の評価方法 

   新規参入の促進の進捗状況は、新規参入者（個人、法人）の数により評価 

する。単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等

について」に基づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他

事務の実施状況の公表」のとおりとする。 

  ※経営体とは、法人の経営に限るものではなく、個人経営者も含むもの。 

第３ 「地域計画」の目標を達成するための役割 

 本市において作成された「地域計画」に基づき、農地を効率的かつ総合的に利

用していくため、川口市農業委員会は次の役割を担っていく。 

 ・日常的な農地の見守りによる農地の適正利用の確認 

 ・農家の意向把握 

 ・「地域計画」で位置付けられた担い手への農地の利用調整やマッチング 

 ・川口市農地バンク制度活用の働きかけ 

 ・「地域計画」の定期的な見直しへの協力 


